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(57)【要約】
　実施形態の構造物評価システムは、複数のセンサと、
位置標定部と、評価部とを持つ。センサは、構造物より
発生した弾性波を検出する。位置標定部は、前記構造物
への衝撃により発生した前記弾性波の発信源分布を導出
する。評価部は、前記発信源分布における前記弾性波の
特徴量から前記構造物の劣化状態を評価する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造物より発生した弾性波を検出する複数のセンサと、
　前記構造物への衝撃により発生した前記弾性波の発信源分布を導出する位置標定部と、
　前記発信源分布における前記弾性波の特徴量から前記構造物の劣化状態を評価する評価
部と、
　を備える構造物評価システム。
【請求項２】
　前記評価部は、前記弾性波の特徴量が第一の閾値未満の領域を前記構造物の劣化が生じ
ている領域と評価する、請求項１に記載の構造物評価システム。
【請求項３】
　前記位置標定部は、第二の閾値以上の数の弾性波が検出された時刻における弾性波から
得られた信号又は前記時刻を含む所定の期間内における弾性波から得られた信号を、前記
構造物への衝撃により発生した前記弾性波の信号として用いることによって前記発信源分
布を導出する、請求項１又は２に記載の構造物評価システム。
【請求項４】
　前記構造物への衝撃は、無数の微小物体の衝突により生じる衝撃である、請求項１から
３のいずれか一項に記載の構造物評価システム。
【請求項５】
　前記微小物体は、構造物の外部から構造物に影響を与える物体である、請求項４に記載
の構造物評価システム。
【請求項６】
　前記微小物体は、気象現象により発生する物体である、請求項４又は５に記載の構造物
評価システム。
【請求項７】
　前記微小物体の衝突により生じる衝撃は、人工的な行為により発生する衝撃である、請
求項４から６のいずれか一項に記載の構造物評価システム。
【請求項８】
　前記微小物体の衝突により生じる衝撃は、前記センサを設置した面に相対する面へ加わ
る衝撃である、請求項４から７のいずれか一項に記載の構造物評価システム。
【請求項９】
　前記センサの一部が休止状態であり、
　第三の閾値以上の弾性波が検出された場合に前記休止状態のセンサを起動させる信号処
理部をさらに備える、請求項１から８のいずれか一項に記載の構造物評価システム。
【請求項１０】
　前記センサの一部又は全てが休止状態であり、
　前記構造物への衝撃に起因する事象の発生が予想される時刻に前記休止状態のセンサを
起動させる信号処理部をさらに備える、請求項１から８のいずれか一項に記載の構造物評
価システム。
【請求項１１】
　構造物への衝撃により発生した前記弾性波の発信源分布を導出する位置標定部と、
　前記発信源分布における前記弾性波の特徴量から前記構造物の劣化状態を評価する評価
部と、
　を備える構造物評価装置。
【請求項１２】
　構造物への衝撃により発生した前記弾性波の発信源分布を導出する位置標定ステップと
、
　前記発信源分布における前記弾性波の特徴量から前記構造物の劣化状態を評価する評価
ステップと、
　を有する構造物評価方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、構造物評価システム、構造物評価装置及び構造物評価方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　橋梁のコンクリート床版に交通などによる荷重がかかった際、床版内の亀裂の進展や摩
擦などによりＡＥ（Acoustic Emission）が発生する。床版表面にＡＥセンサを設置する
ことで、ＡＥを検出することができる。ＡＥは、材料の疲労亀裂の進展に伴い発生する弾
性波である。また、複数のＡＥセンサを設置することでセンサ間のＡＥ到達時刻の差から
、弾性波の発信源（以下、「ＡＥ発信源」という。）の位置を標定することができる。
　一般的に、橋梁のコンクリート床版において、水平ひび割れといった床版内部の損傷は
、従来の非破壊検査で検出することが非常に困難であるが、ＡＥセンサによって取得され
たデータの分析により内部の損傷を推定することができる。しかし、橋梁等にＡＥセンサ
を設置し、損傷の推定に十分なデータを得るには長い時間を要してしまう。そのため、コ
ンクリート内部の評価を効率的に行えない場合があった。なお、このような問題は、橋梁
のコンクリート床版に限らず亀裂の発生または進展に伴い弾性波が発生する構造物すべて
に共通する問題である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１２５７２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、効率的に構造物の評価を行うことができる構造物評
価システム、構造物評価装置及び構造物評価方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態の構造物評価システムは、複数のセンサと、位置標定部と、評価部とを持つ。
センサは、構造物より発生した弾性波を検出する。位置標定部は、前記構造物への衝撃に
より発生した前記弾性波の発信源分布を導出する。評価部は、前記発信源分布における前
記弾性波の特徴量から前記構造物の劣化状態を評価する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】実施形態の構造物評価システム１００のシステム構成を示す図。
【図２】降雨による弾性波の伝播の様子を示した図。
【図３】ある測定期間中の弾性波発生数の推移を表す図。
【図４】所定の期間内のＡＥ信号を用いて導出された発信源分布の一例を示す図。
【図５】構造物評価装置２０の評価処理の流れを表すフローチャート。
【図６】構造物評価システム１００の処理の流れを示すシーケンス図。
【図７】構造物評価システム１００の処理の流れを示すシーケンス図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、実施形態の構造物評価システム、構造物評価装置及び構造物評価方法を、図面を
参照して説明する。
　図１は、実施形態の構造物評価システム１００のシステム構成を示す図である。構造物
評価システム１００は、構造物の健全性の評価に用いられる。本実施形態において、評価
とはある基準に基づいて、構造物の健全性の度合い、すなわち構造物の劣化状態を決定す
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ることを意味する。なお、本実施形態では、構造物の一例として橋梁を例に説明するが、
構造物は橋梁に限定される必要はない。例えば、構造物は、亀裂の発生または進展、ある
いは外的衝撃（例えば雨、人工雨など）に伴い弾性波が発生する構造物であればどのよう
なものであってもよい。なお、橋梁は、河川や渓谷などの上に架設される構造物に限らず
、地面よりも上方に設けられる種々の構造物（例えば高速道路の高架橋）なども含む。
【０００８】
　構造物評価システム１００は、複数のＡＥセンサ１０－１～１０－ｎ（ｎは２以上の整
数）、信号処理部１１および構造物評価装置２０を備える。信号処理部１１および構造物
評価装置２０は、有線又は無線により通信可能に接続される。なお、以下の説明では、Ａ
Ｅセンサ１０－１～１０－ｎについて区別しない場合にはＡＥセンサ１０と記載する。
【０００９】
　ＡＥセンサ１０は、構造物に設置される。例えば、ＡＥセンサ１０は、橋梁のコンクリ
ート床版３０に設置される。ＡＥセンサ１０は、圧電素子を有し、構造物が発生する弾性
波（ＡＥ波）を検出し、検出した弾性波を電圧信号（ＡＥ源信号）に変換する。ＡＥセン
サ１０は、ＡＥ源信号に対して増幅、周波数制限などの処理を施して信号処理部１１に出
力する。なお、ＡＥセンサ１０に代えて加速度センサが用いられてもよい。この場合、加
速度センサは、ＡＥセンサ１０と同様の処理を行うことによって、信号処理後の信号を信
号処理部１１に出力する。コンクリート床版の厚さは、例えば１５ｃｍ以上である。
【００１０】
　信号処理部１１は、ＡＥセンサ１０による処理が施されたＡＥ源信号を入力とする。信
号処理部１１は、入力したＡＥ源信号に対して、必要とされるノイズ除去、パラメータ抽
出などの信号処理を行うことによって弾性波に関する情報を含むＡＥ特徴量を抽出する。
弾性波に関する情報とは、例えば、ＡＥ源信号の振幅、エネルギー、立ち上がり時間、持
続時間、周波数、ゼロクロスカウント数などの情報である。信号処理部１１は、抽出した
ＡＥ特徴量に基づく情報をＡＥ信号として構造物評価装置２０に出力する。信号処理部１
１が出力するＡＥ信号には、センサＩＤ、ＡＥ検知時刻、ＡＥ源信号振幅、エネルギー、
立ち上り時間および周波数などの情報が含まれる。
【００１１】
　ここで、ＡＥ源信号の振幅は、例えば弾性波の中で最大振幅の値である。エネルギーは
、例えば各時点において振幅を二乗したものを時間積分した値である。なお、エネルギー
の定義は、上記例に限定されず、例えば波形の包絡線を用いて近似されたものでもよい。
立ち上がり時間は、例えば弾性波がゼロ値から予め設定される所定値を超えて立ち上がる
までの時間Ｔ１である。持続時間は、例えば弾性波の立ち上がり開始から振幅が予め設定
される値よりも小さくなるまでの時間である。周波数は、弾性波の周波数である。ゼロク
ロスカウント数は、例えばゼロ値を通る基準線を弾性波が横切る回数である。
【００１２】
　構造物評価装置２０は、バスで接続されたＣＰＵ（Central Processing Unit）やメモ
リや補助記憶装置などを備え、評価プログラムを実行する。評価プログラムの実行によっ
て、構造物評価装置２０は、位置標定部２０１、評価部２０２、表示部２０３を備える装
置として機能する。なお、構造物評価装置２０の各機能の全て又は一部は、ＡＳＩＣ（Ap
plication Specific Integrated Circuit）やＰＬＤ（Programmable Logic Device）やＦ
ＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）等のハードウェアを用いて実現されてもよい
。また、評価プログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されてもよい。
コンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、例えばフレキシブルディスク、光磁気ディス
ク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディ
スク等の記憶装置である。また、評価プログラムは、電気通信回線を介して送受信されて
もよい。
【００１３】
　位置標定部２０１は、信号処理部１１から出力されたＡＥ信号を入力とする。また、位
置標定部２０１は、構造物におけるＡＥセンサ１０の設置位置に関する情報（以下、「セ
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ンサ位置情報」という。）をセンサＩＤに対応付けて予め保持する。設置位置に関する情
報は、例えば緯度および経度、あるいは構造物の特定位置からの水平方向および垂直方向
の距離などである。位置標定部２０１は、入力されたＡＥ信号に含まれるセンサＩＤ、Ａ
Ｅ検知時刻等の情報と、予め保持しているセンサ位置情報とに基づいてＡＥ発信源の位置
標定を行う。例えば、位置標定部２０１は、構造物への衝撃による複数のＡＥ信号を用い
て、それぞれＡＥ発信源の位置標定を行う。ここで、構造物への衝撃とは、無数の微小物
体の衝突により生じる衝撃である。また、構造物への衝撃による複数のＡＥ信号とは、無
数の微小物体の衝突により生じる衝撃によって構造物で発生した弾性波より得られる信号
である。無数の微小物体は、構造物の外部から構造物に影響を与える物体である。例えば
、無数の微小物体は、雨滴、ひょう、あられなどの気象現象により発生する物体である。
また、位置標定部２０１は、位置標定結果を用いて、発信源分布を導出する。発信源分布
は、構造物で発生したＡＥ発信源が示された分布を表す。位置標定部２０１は、導出した
発信源分布を評価部２０２に出力する。
【００１４】
　評価部２０２は、位置標定部２０１から出力された発信源分布を入力とする。評価部２
０２は、入力された発信源分布に基づいて構造物の健全性を評価する。例えば、評価部２
０２は、発信源分布における弾性波の特徴量から構造物の劣化状態を評価する。発信源分
布における弾性波の特徴量とは、ＡＥ発信源の密度に相当する。具体的な処理としては、
評価部２０２は、発信源分布に基づいて、ＡＥ発信源の密度が第一の閾値未満の領域を構
造物の劣化が生じている領域と評価する。評価部２０２は、評価結果を表示部２０３に表
示させる。第一の閾値は、予め設定されていてもよいし、適宜設定されてもよい。
【００１５】
　表示部２０３は、液晶ディスプレイ、有機ＥＬ（Electro Luminescence）ディスプレイ
等の画像表示装置である。表示部２０３は、評価部２０２の制御に従って評価結果を表示
する。表示部２０３は、画像表示装置を構造物評価装置２０に接続するためのインタフェ
ースであってもよい。この場合、表示部２０３は、評価結果を表示するための映像信号を
生成し、自身に接続されている画像表示装置に映像信号を出力する。
【００１６】
　図２は、降雨による弾性波の伝播の様子を示した図である。図２に示すように、雨滴３
１が路面３２に衝突すると、衝突した位置から弾性波３３が生じる。弾性波３３は、床版
内部を伝わって下面にも伝播する。下面に設置されたＡＥセンサ１０に到達するまで十分
な振幅を保った弾性波３３は、ＡＥセンサ１０により検出される。位置標定部２０１は、
損傷による弾性波３３の場合と同様に、雨によって発生した弾性波３３に対して位置標定
を行うことにより雨滴３１のおおよその衝突位置を特定することができる。このように、
微小物体の衝突により生じる衝撃は、ＡＥセンサ１０を設置した面に相対する面（図２で
は、路面３２）へ加わる衝撃である。
【００１７】
　しかしながら、床版内部に大きな水平亀裂３４が入っていた場合、路面３２に衝突した
雨滴３１によって発生した弾性波３３は亀裂によって遮られたり、亀裂を迂回したり、減
衰したりする。そのため、亀裂直下に位置するＡＥセンサ１０には十分な振幅を保った弾
性波３３が到達しにくくなる。したがって、大きな水平亀裂３４を有する床版下面におい
て、位置標定部２０１がＡＥ発信源の位置標定を行った場合、標定されるＡＥ発信源が少
なくなる。降雨による雨滴３１の路面３２への衝突は、領域全体に対して、ランダムで均
等な頻度で生じる。そのため、大きな損傷を有しない床版の下面では弾性波３３が検出さ
れ、ＡＥ発信源の位置標定が行われると領域全域にまんべんなくＡＥ発信源が標定される
。一方、床版内部に大きな損傷を有する場合は、損傷部直下でのＡＥ発信源の密度が少な
くなることが想定される。本実施形態における構造物評価装置２０は、このような想定に
基づいて構造物の健全性を評価する。
【００１８】
　図３は、ある測定期間中の弾性波発生数の推移を表す図である。図３において、横軸は
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測定期間中の時刻（ｈｏｕｒ）を表し、縦軸はヒット数を表す。ヒット数は、弾性波の検
出数である。ヒット数は、例えば３０分毎の弾性波の検出数を表す。図３において、測定
期間０時間～１２０時間までのヒット数は、平常時の弾性波の検出数である。測定期間１
２０時間～１４０時間までの間におけるヒット数においては、平常時（測定期間０時間～
１２０時間）の弾性波の発生数に比べて非常に多くの弾性波３５が観測されている期間が
ある（図３の符号３５）。この時間には、強めの風をともなう降雨が観測されている。ゲ
リラ豪雨等の激しい降雨の際は、このように短時間に大量の弾性波が発生する。ＡＥセン
サ１０は、非常に高感度な圧電センサであるため、降雨による構造物への衝撃など、床版
の損傷に起因しない要因で発生する弾性波も検出する。このため、降雨などはＡＥセンサ
１０を用いた損傷の検出にとってノイズ源となってしまうことがある。
【００１９】
　これに対して、構造物評価装置２０における位置標定部２０１は、図３に示すような大
量の弾性波が検出された時刻（以下、「対象時刻」という。）を含む所定の期間内のＡＥ
信号を、構造物への衝撃による複数のＡＥ信号として用いて発信源分布を導出する。大量
の弾性波が検出されたか否かの判定は、ある時刻において検出された弾性波が第二の閾値
以上であるか否かで行われる。ある時刻において検出された弾性波の数が第二の閾値以上
である場合には、大量の弾性波が検出されたと判定される。一方、ある時刻において検出
された弾性波の数が第二の閾値未満である場合には、大量の弾性波が検出されていないと
判定される。なお、第二の閾値は、予め設定されていてもよいし、適宜設定されてもよい
。また、所定の期間は、対象時刻を基準として前後所定の時間（例えば、前後５分）であ
ってもよいし、対象時刻が含まれていれば対象時刻の前の期間であってもよいし、対象時
刻の後の期間であってもよい。
【００２０】
　図４は、所定の期間内のＡＥ信号を用いて導出された発信源分布の一例を示す図である
。図４において、横軸と縦軸は評価対象となる構造物の特定位置からの水平方向の長さ（
ｍｍ）と垂直方向の長さ（ｍｍ）を表す。図４では、図３における降雨中の約１０分間（
例えば、測定期間１２０時間～１３０時間の間において非常に多くの弾性波３５が観測さ
れた時刻（符号３５）を含む約１０分間）のＡＥ信号を用いてＡＥ発信源を標定した結果
が示されている。図中の＋印は、ＡＥセンサ１０の設置位置を表す。評価対象の構造物の
領域全体にＡＥ発信源が分布している中で、中央の領域３６にほとんどＡＥ発信源が標定
されていない。評価部２０２は、このようにＡＥ発信源の密度が第一の閾値未満の領域（
図４における領域３６）を構造物の劣化が生じている領域と評価する。なお、評価部２０
２が、評価対象とする領域はどのような領域であってもよい。例えば、評価部２０２は、
４つのＡＥセンサ１０で囲まれる領域毎に評価を行ってもよいし、４つ以上のＡＥセンサ
１０で囲まれる領域毎に評価を行ってもよいし、３つのＡＥセンサ１０で囲まれる領域毎
に評価を行ってもよいし、範囲が指定された領域毎に評価を行ってもよい。
【００２１】
　図５は、構造物評価装置２０の評価処理の流れを表すフローチャートである。なお、図
５では、弾性波の検出数が第二の閾値以上となった場合に実行される。また、不図示のバ
ッファには、信号処理部１１から出力されたＡＥ信号が蓄積されているものとする。
　位置標定部２０１は、所定の期間内のＡＥ信号を不図示のバッファから取得する（ステ
ップＳ１０１）。すなわち、位置標定部２０１は、対象時刻を含む所定の期間内のＡＥ信
号を不図示のバッファから取得する。位置標定部２０１は、取得した複数のＡＥ信号を用
いて、それぞれＡＥ発信源の位置標定を行う（ステップＳ１０２）。その後、位置標定部
２０１は、位置標定の結果に基づいて発信源分布を導出する（ステップＳ１０３）。
【００２２】
　位置標定部２０１は、生成した発信源分布を評価部２０２に出力する。評価部２０２は
、位置標定部２０１から出力された発信源分布を用いて、ＡＥ発信源の密度が第一の閾値
未満の領域があるか否か判定する（ステップＳ１０４）。ＡＥ発信源の密度が第一の閾値
未満の領域がある場合（ステップＳ１０４－ＹＥＳ）、評価部２０２は第一の閾値未満の
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領域を構造物の劣化が生じている領域と評価する（ステップＳ１０５）。
　一方、ＡＥ発信源の密度が第一の閾値未満の領域がない場合（ステップＳ１０４－ＮＯ
）、評価部２０２は構造物の劣化が生じている領域がないと評価する（ステップＳ１０６
）。評価部２０２は、評価結果を表示部２０３に表示させる。例えば、評価部２０２は、
発信源分布において劣化が生じている領域を他の領域と異なる態様で評価結果を表示させ
る。他の領域と異なる態様としては、劣化が生じている領域を色付けすること、円などで
囲むこと、劣化が生じている領域を文字で表示させるなどが挙げられる。表示部２０３は
、評価部２０２の制御に従って、評価結果を表示する。
【００２３】
　以上のように構成された構造物評価システム１００によれば、効率的に構造物の評価を
行うことが可能になる。以下、この効果について詳細に説明する。
　構造物評価装置２０は、構造物への衝撃によるＡＥ信号を用いることで、大量のＡＥ発
信源を含む発信源分布を導出する。そして、構造物評価装置２０は、発信源分布に基づい
て、ＡＥ発信源の密度が第一の閾値未満の領域を構造物の劣化が生じている領域と評価す
る。このように、従来ではノイズ源となってしまうデータを利用することによって効率的
に構造物の評価を行うことが可能になる。
【００２４】
　また、構造物評価装置２０は、対象時刻を含む所定の期間内のＡＥ信号を、構造物への
衝撃によるＡＥ信号として用いることによって発信源分布を導出する。従来では、評価を
行うために数十時間の計測が必要となっていた。これと比較して、構造物評価装置２０に
よる手法では、対象時刻を含む所定の期間内のＡＥ信号のみを用いることによって大幅に
所要時間を短縮し、効率よく評価を行うことができる。
【００２５】
　以下、構造物評価装置２０の変形例について説明する。
　構造物評価装置２０が備える各機能部は、一部又は全てが別の筺体に備えられていても
よい。例えば、構造物評価装置２０が評価部２０２のみを備えて、位置標定部２０１およ
び表示部２０３が別の筺体に備えられてもよい。このように構成される場合、評価部２０
２は、発信源分布を別の筺体から取得し、取得した発信源分布を用いて構造物の健全性を
評価する。そして、評価部２０２は、評価結果を別の筺体が備える表示部２０３に出力す
る。
　このように構成されることによって、発信源分布の導出に既存の装置を用いることによ
って、構造物評価装置２０の製造コストを抑えることができる。
【００２６】
　信号処理部１１は、構造物評価装置２０に備えられてもよい。このように構成される場
合、信号処理部１１は、ＡＥセンサ１０による処理が施されたＡＥ源信号を、ＡＥセンサ
１０から直接、又は、不図示の中継装置を介して取得する。
　図１では、複数のＡＥセンサ１０－１～１０－ｎに１台の信号処理部１１が接続されて
いるが、構造物評価システム１００は複数台の信号処理部１１を備え、各ＡＥセンサ１０
にそれぞれ信号処理部１１が接続されて複数台のセンサユニットを備えるように構成され
てもよい。
　評価部２０２は、対象時刻のＡＥ信号を、構造物への衝撃によるＡＥ信号として用いて
発信源分布を導出するように構成されてもよい。
【００２７】
　また、評価部２０２は、出力制御部として動作してもよい。出力制御部は、出力部を制
御して、評価結果を出力する。ここで、出力部には、表示部２０３、通信部および印刷部
が含まれる。出力部が通信部である場合、出力制御部は通信部を制御して、評価結果を他
の装置に送信する。また、出力部が印刷部である場合、出力制御部は印刷部を制御して、
評価結果を印刷する。なお、構造物評価装置２０は、出力部として、表示部２０３、通信
部および印刷部の一部又は全てを備えて上記の動作を実行してもよい。
　評価部２０２は、発信源分布をコンター図で表示部２０３に表示させてもよい。
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【００２８】
　また、弾性波の発生数増加を引き起こす要因は、上記の例（気象現象）に限定される必
要はない。より具体的には、弾性波の発生数増加を引き起こす要因である無数の微小物体
は、気象現象により発生する物体に限定される必要はない。例えば、無数の微小物体は、
散水車による散水、薬剤の散布や散水により発生する物体であってもよいし、打撃を与え
ることが可能な装置（例えば、金槌）であってもよい。また、打撃としては、上記の他に
チェーンドローイングによる打撃でもよいし、タッピングによる打撃でもよい。構造物評
価装置２０は、散水車による散水、薬剤の散布や散水により発生する物体や、装置等を用
いた多数の打撃といった人工的な行為により発生する衝撃で発生した弾性波の発信源を用
いることによって計測のタイミングをコントロールすることができる。そのため、より効
率よく診断が可能になる。例えば、散水車による散水の場合、事前に散水車による散水が
行われる時刻が分かっている場合、構造物評価システム１００のユーザは、散水車による
散水が行われる時刻に構造物評価システム１００を起動させることによって構造物の評価
を行う。このように計測のタイミングをコントロールすることができる。また、このよう
な場合には、弾性波の発生するタイミングが予め分かるため、構造物評価システム１００
を普段は休止させておき弾性波を発生させるタイミングに合わせて、外部から起動のタイ
ミングを知らせるトリガーを入力することによって消費電力を抑えた運用が可能である。
【００２９】
　計測にかかる電力低減のために、例えば通常は一部のＡＥセンサ１０のみ起動させてお
き、急激な弾性波の発生数の増加が検出された場合に、他のＡＥセンサ１０を起動させる
ように構成されてもよい。このように構成された場合の処理について図６及び図７を用い
て説明する。
　図６及び図７は、構造物評価システム１００の処理の流れを示すシーケンス図である。
なお、図６及び図７において、処理開始時にはＡＥセンサ１０－１が稼働中で、ＡＥセン
サ１０－２が休止中であるとする。休止中とは、装置の全ての機能が休止しているわけで
はなく、起動に関わる機能のみ動作している状態を表す。
　ＡＥセンサ１０－１は、構造物が発生する弾性波（ＡＥ波）を検出する（ステップＳ２
０１）。ＡＥセンサ１０－１は、検出した弾性波を電圧信号（ＡＥ源信号）に変換し、Ａ
Ｅ源信号に対して増幅、周波数制限などの処理を施して信号処理部１１に出力する（ステ
ップＳ２０２）。信号処理部１１は、入力したＡＥ源信号に対して、必要とされるノイズ
除去、パラメータ抽出などの信号処理を行う（ステップＳ２０３）。信号処理部１１は、
信号処理を行うことによって抽出されるＡＥ特徴量に基づく情報をＡＥ信号として構造物
評価装置２０に出力する（ステップＳ２０４）。ステップＳ２０１～ステップＳ２０４の
処理が繰り返し実行される。信号処理部１１から出力されたＡＥ信号は、不図示のバッフ
ァに蓄積される。
【００３０】
　位置標定部２０１が、弾性波の発生数の急激な増加を検出したとする（ステップＳ２０
６）。例えば、現時刻における弾性波の発生数と、直前の時刻における弾性波の発生数と
の差が、第三の閾値を超えた場合に、位置標定部２０１は弾性波の発生数の急激な増加が
発生したと検出する。第三の閾値は、予め設定されていてもよいし、適宜設定されてもよ
い。その後、位置標定部２０１は、弾性波の発生数の急激な増加を検出したことを信号処
理部１１に通知する（ステップＳ２０６）。信号処理部１１は、位置標定部２０１から通
知を受信すると、休止中のＡＥセンサ１０－２に対して起動信号を送信する（ステップＳ
２０７）。起動信号とは、起動処理の実行を指示するための信号である。
【００３１】
　ＡＥセンサ１０－２は、信号処理部１１から起動信号を受信すると起動処理を実行する
（ステップＳ２０８）。これにより、ＡＥセンサ１０－２は、休止中から稼働中となる。
ＡＥセンサ１０－１は、構造物が発生する弾性波（ＡＥ波）を検出する（ステップＳ２０
９）。ＡＥセンサ１０－１は、検出した弾性波を電圧信号（ＡＥ源信号）に変換し、ＡＥ
源信号に対して増幅、周波数制限などの処理を施して信号処理部１１に出力する（ステッ
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プＳ２１０）。信号処理部１１は、入力したＡＥ源信号に対して、必要とされるノイズ除
去、パラメータ抽出などの信号処理を行う（ステップＳ２１１）。信号処理部１１は、信
号処理を行うことによって抽出されるＡＥ特徴量に基づく情報をＡＥ信号として構造物評
価装置２０に出力する（ステップＳ２１２）。ステップＳ２０９～ステップＳ２１２の処
理が繰り返し実行される。信号処理部１１から出力されたＡＥ信号は、不図示のバッファ
に蓄積される。
【００３２】
　ＡＥセンサ１０－２は、構造物が発生する弾性波（ＡＥ波）を検出する（ステップＳ２
１３）。ＡＥセンサ１０－２は、検出した弾性波を電圧信号（ＡＥ源信号）に変換し、Ａ
Ｅ源信号に対して増幅、周波数制限などの処理を施して信号処理部１１に出力する（ステ
ップＳ２１４）。信号処理部１１は、入力したＡＥ源信号に対して、必要とされるノイズ
除去、パラメータ抽出などの信号処理を行う（ステップＳ２１５）。信号処理部１１は、
信号処理を行うことによって抽出されるＡＥ特徴量に基づく情報をＡＥ信号として構造物
評価装置２０に出力する（ステップＳ２１６）。ステップＳ２１３～ステップＳ２１６の
処理が繰り返し実行される。信号処理部１１から出力されたＡＥ信号は、不図示のバッフ
ァに蓄積される。
【００３３】
　位置標定部２０１は、対象時刻を含む所定の期間内のＡＥ信号を不図示のバッファから
取得する。位置標定部２０１は、取得したＡＥ信号を用いて、それぞれＡＥ発信源の位置
標定を行う（ステップＳ２１７）。その後、位置標定部２０１は、位置標定の結果に基づ
いて発信源分布を導出する（ステップＳ２１８）。位置標定部２０１は、導出した発信源
分布を評価部２０２に出力する。評価部２０２は、位置標定部２０１から出力された発信
源分布を用いて評価を行う（ステップＳ２１９）。評価の方法は、上記の方法と同様であ
るため省略する。評価部２０２は、評価結果を表示部２０３に表示させる。表示部２０３
は、評価部２０２の制御に従って評価結果を表示する（ステップＳ２２０）。
　以上のように構成されることによって、常時、全てのＡＥセンサ１０が稼働している必
要がない。そのため、消費電力を低減することができる。
【００３４】
　また、ＡＥセンサ１０の一部又は全てが休止中で、雨量計、カメラ、マイクなどの機器
により微小物体を検知した場合に、ＡＥセンサ１０を起動させるように構成されてもよい
。また、例えば、計測地域の近傍の雨量、気温、湿度などの気象情報を元に、構造物への
衝撃に起因する事象の発生が予想される時刻にＡＥセンサ１０を起動させるといった運用
も可能である。
【００３５】
　以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、構造物より発生した弾性波を検出
する複数のＡＥセンサ１０と、構造物への衝撃により発生した弾性波から発信源分布を導
出する位置標定部２０１と、発信源分布に基づいて得られるＡＥ発信源の密度から構造物
の劣化状態を評価する評価部２０２とを持つことにより、効率的に構造物の評価を行うこ
とができる。
【００３６】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００３７】
１０（１０－１～１０－ｎ）…ＡＥセンサ，１１…信号処理部，２０…構造物評価装置，
２０１…位置標定部，２０２…評価部，２０３…表示部
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